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そ　

の　

他

◉　

山
梨
県
道
路
公
社
公
告
第
二
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

雁
坂
ト
ン
ネ
ル
有
料
道
路
管
理
事
務
所
長　
　

内　
　

藤　
　
　
　
　

広

一　

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

1　

工
事
名　

雁
坂
ト
ン
ネ
ル
無
線
設
備
更
新
工
事

2　

工
事
場
所　

山
梨
県
山
梨
市
三
富
川
浦
か
ら
埼
玉
県
秩
父
市
大
滝
地
内
ま
で

3　

工
事
概
要　

基
地
局
無
線
装
置
更
新　

四
基　

車
載
型
無
線
装
置
更
新　

四
基　

携
帯
型
無
線

装
置
更
新　

二
基

4　

工
期　

令
和
三
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
十
五
日
ま
で

5　

予
定
価
格　

二
千
四
百
五
万
七
千
円
（
税
込
み
）

二　

入
札
参
加
資
格
申
請
の
受
付
期
間　

令
和
三
年
七
月
五
日
（
月
）
か
ら
同
月
九
日
（
金
）
ま
で
の

山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
を
除
く
日

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
最
終
日
は
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
と
す
る
。

三　

そ
の
他　

詳
細
は
、
山
梨
県
道
路
公
社
雁
坂
ト
ン
ネ
ル
有
料
道
路
管
理
事
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.fruits.jp/~karisaka/nyuusatujouhou.htm

l

）
に
お
い
て
配
布
す
る
一
般
競

争
入
札
公
告
、
設
計
図
書
等
に
よ
る
。

◉　

山
梨
県
道
路
公
社
公
告
第
三
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

雁
坂
ト
ン
ネ
ル
有
料
道
路
管
理
事
務
所
長　
　

内　
　

藤　
　
　
　
　

広

一　

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

1　

工
事
名　

雁
坂
ト
ン
ネ
ル
無
停
電
電
源
装
置
更
新
工
事

2　

工
事
場
所　

山
梨
県
山
梨
市
三
富
川
浦
地
内

3　

工
事
概
要　

無
停
電
電
源
装
置
更
新
（
入
出
力
盤
・
蓄
電
池
含
む
）　

一
ユ
ニ
ッ
ト　

直
流
電

源
装
置
更
新　

一
ユ
ニ
ッ
ト

4　

工
期　

令
和
三
年
八
月
五
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
十
五
日
ま
で

5　

予
定
価
格　

八
千
二
百
三
十
三
万
五
千
円
（
税
込
み
）

二　

入
札
参
加
資
格
申
請
の
受
付
期
間　

令
和
三
年
七
月
五
日
（
月
）
か
ら
同
月
九
日
（
金
）
ま
で
の

山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
を
除
く
日

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
最
終
日
は
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
と
す
る
。
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三　

そ
の
他　

詳
細
は
、
山
梨
県
道
路
公
社
雁
坂
ト
ン
ネ
ル
有
料
道
路
管
理
事
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.fruits.jp/~karisaka/nyuusatujouhou.htm

l

）
に
お
い
て
配
布
す
る
一
般
競

争
入
札
公
告
、
設
計
図
書
等
に
よ
る
。
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